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平成２７年１月２９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年１月１５日 

 

       判       決 

   原告         国 

   被告         Ｙ株式会社 

 

       主       文 

 １ 被告は、原告に対し、１０２万４３１７円及び内金４０万８９２５円に対す

る平成２２年４月１０日から、内金５０万５７５８円に対する平成２５年１２

月３日から各支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。 

 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 ３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

 

       事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   主文と同旨 

第２ 事案の概要 

   本件は、原告が租税債権を徴収するために、租税滞納者と貸金業者である被

告との２個の金銭消費貸借取引について利息制限法により引き直し計算すると、

過払金があるとして、当該過払金請求権を差押えて、被告に対して取立請求し

たところ、被告は、本件の各取引はそれぞれ３個の取引（合計６個の取引）に

分断される等として争っている事案である。 

第３ 請求原因 

 １ 訴外Ａ株式会社（以下、「Ａ」という。）との取引について 
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 （１） 訴外Ｂ（以下、「滞納者」という。）は、貸金業者であったＡとの間で、

平成１２年２月９日から平成２０年８月４日までの間、別紙計算書１記載

のとおり金銭消費貸借に関する取引を行った（以下、「本件取引１」という。）。 

 （２） 本件取引１当時、Ａは、貸金業法（平成１８年法律第１１５号による改

正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下、同改正の前後を

通じて「貸金業法」という。）３条所定の登録を受けた貸金業者であった。 

 （３） 本件取引１を利息制限法で引き直し計算すると、平成２２年４月９日時

点で過払金４０万８９２５円が生じている。 

 （４） Ａは、本件取引１当時、（３）の不当利得が生じていたことについて悪意

の受益者であり、同日現在で、利息４万８８４７円が生じている（１の（３）、

（４）を併せて「本件過払金請求権１」という。）。 

 （５） 被告は、平成２２年１０月●日、Ａを吸収合併した。 

 ２ 被告との取引について 

 （１） 滞納者は、貸金業者であったＣ株式会社（平成２４年７月１日付け被告

に商号変更）との間で、平成１２年１０月１０日から平成２５年１２月２

日までの間、別紙計算書２記載のとおり金銭消費貸借取引を行った（以下、

「本件取引２」という。）。 

 （２） 本件取引２当時、被告は、貸金業法３条所定の登録を受けた貸金業者で

あった。 

 （３） 本件取引２を利息制限法で引き直し計算すると、平成２５年１２月２日

時点で過払金５０万５７５８円が生じている。 

 （４） 被告は、本件取引２当時、２の（３）の不当利得が生じていたことにつ

いて悪意の受益者であり、同日現在で、利息６万０７８７円が生じている

（２の（３）、（４）を併せて「本件過払金請求権２」という。）。 

 ３ 債権の差押えについて 

 （１） 滞納者は、源泉所得税、消費税及び地方消費税を滞納（所管庁：刈谷税
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務署長）し、原告は、滞納者に対して、平成２５年６月１７日現在、合計

１６６８万０１３１円の租税債権（以下、「本件租税債権１」という。）を

有していた。 

 （２） 本件租税債権１は、平成２５年１２月１０日現在、合計１６８２万７３

７６円となった（以下、「本件租税債権２」という。）。 

 （３） 本件租税債権２は、平成２６年７月１６日現在、合計１６８４万６９３

９円となっており、同日以降、国税通則法及び租税特別措置法所定の延滞

税が加算された額の全額が未納となっている。 

 （４） 原告は、平成２５年６月１７日、本件租税債権１を徴収するため、国税

徴収法６２条に基づき、滞納者が被告に対して有する本件過払金請求権１

を差押え、同請求権に係る債権差押通知書は、同月１９日、被告に送達さ

れた。 

 （５） その結果、原告は、国税徴収法６７条１項に基づき、被差押債権である

本件過払金請求権１の取立権を取得した。 

 （６） 原告は、平成２５年１２月１０日、本件租税債権２を徴収するため、本

件過払金請求権２を差押え、同請求権に係る債権差押通知書は、同月１２

日、被告に送達された。 

 （７） その結果、原告は、国税徴収法６７条１項に基づき、被差押債権である

本件過払金請求権２の取立権を取得した。 

 （８） 原告は、平成２５年７月４日付けで差押債権支払催告書をもって本件過

払金請求権１の支払いを請求するとともに、平成２６年１月２０日付けで

差押債権支払催告書をもって本件過払金請求権２の支払いを請求したが、

被告はこれに応じない。 

 ４ 結語 

  よって、原告は、被告に対し、国税徴収法６７条１項の取立権に基づき、本

件取引１に係る４０万８９２５円の不当利得金、平成２２年４月９日までに発
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生した４万８８４７円の利息及び４０万８９２５円に対する同月１０日以降支

払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による利息の支払いを求めるとと

もに、本件取引２に係る５０万５７５８円の不当利得金、平成２５年１２月２

日までに発生した６万０７８７円の利息及び５０万５７５８円に対する同月３

日以降支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による利息の支払いを求

める。 

第４ 請求原因に対する被告の認否及び主張及び抗弁 

 １ 請求原因の認否 

 （１） 請求原因１の（１）については、取引履歴について被告が開示したもの

と一致する限度で認める。一連の取引とすることについては争う。請求原

因１の（２）、（５）は認める。同（３）、（４）は争う。 

 （２） 請求原因２の（１）については、取引履歴について被告が開示したもの

と一致する限度で認める。一連の取引とすることについては争う。請求原

因２の（２）は認める。同（３）、（４）は争う。 

（３） 請求原因３について、（１）ないし（３）は不知。（４）ないし（８）に

ついて、原告から被告に対し、債権差押通知書及び差押債権支払催告書が

送達されたことは認める。 

（４） 請求原因４については争う。 

２ 被告の主張 

（１） 本件取引１は、①平成１２年２月９日から同年６月２７日、②平成１２

年１０月１０日から平成１５年６月５日、③平成１５年９月２９日から平

成２０年８月４日の３個の取引に分断される。そのため、過払金について

も、個別に算出するべきである。 

（２） 本件取引２は、①平成１２年１０月１０日から平成１５年６月５日、②

平成１５年８月２５日から平成１７年４月９日、③平成１７年６月１９日

から平成２５年１２月２日の３個の取引に分断される。そのため、過払金
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についても、個別に算出するべきである。 

３ 時効消滅（抗弁） 

   上記のとおり本件取引１及び同２は各３個の取引に分断されるから、過払金

の時効消滅の起算点も各取引終了時となる。そのため、本件取引１の①、同②、

本件取引２の①により生じた過払金については時効により消滅した。 

第５ 原告の抗弁に対する主張 

   本件取引１、同２はそれぞれ一連の取引であるので、時効の起算点はそれぞ

れ最終取引日であり、時効期間は経過していない。 

第６ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認められる事実） 

 １ 本件取引１及び同２は、基本契約に基づく取引である（甲８、１０の１）。 

 ２ 本件取引１（第４の２（１））の②、③の取引開始にあたり、当事者間で契約

書を取り交わしたことはない。また、本件取引２（第４の２（２））の②、③の

取引について、当事者間で契約書を取り交わしたことはない。 

第７ 判断 

 １ 債権の差押えについて 

   請求原因３については、証拠（甲５ないし７、１２ないし１７の２）及び弁

論の全趣旨により認められる。 

 ２ 本件取引について 

 （１） 本件取引１が別紙計算書１記載のとおりであり、本件取引２が別紙計算

書２記載のとおりであることは、被告作成の証拠（本件取引１について甲

９の１、同２、本件取引２について甲１１）により認められる。 

 （２） そして、本件取引１及び同２がそれぞれ基本契約に基づくものであるこ

とは前提事実１記載のとおりである。そこで、本件取引を利息制限法によ

り引き直し計算すると、過払金が生じた後に被告から原告に対する貸付金

があることから、当該過払金をそれが発生した後の貸付金に充当計算する
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ことができるかが問題となるところ、同一の貸主と借主との間で基本契約

に基づき継続的に貸付とその返済が繰り返される金銭消費貸借取引におい

ては、基本契約に基づく債務の弁済は各貸付毎に個別的な対応関係をもっ

て行われることが予定されているものではなくて、弁済の対象となるのは

全体としての借入金債務であり、かかる取引は全体として一連一体の取引

とみることができ、原則として、基本契約内で生じた過払金は、その後発

生した借入金債務に充当する旨の合意があったと認めるのが相当である。 

     この点、被告は、本件取引１及び同２はそれぞれ３個の取引に区分され

ると主張するが、分断されるとする具体的な主張、立証はなく、また前提

事実１及び２を併せて考慮すると本件取引は全体として一連の取引とみる

ことが相当である。被告の主張は採用しない。 

 （３） 時効消滅の被告の抗弁は、本件取引１及び同２が各３個の取引に区分さ

れることを前提とするものであり、主張自体失当となる。 

 （４） 本件取引１及び同２を利息制限法により引き直し計算すると、別紙計算

書１及び同２記載のとおりとなる。 

 ３ 被告は悪意の受益者か 

   貸金業者が借主から利息制限法所定の制限利率を超過した約定利率に基づく

利息の支払いを受けた場合において、その受領につき、貸金業法４３条のみな

し弁済の規定の適用が認められないときは、貸金業者において、同条項の適用

があるとの認識を有しており、かつそのような認識を有するに至ったことがや

むを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、このような貸金業者は

民法７０４条の悪意の受益者であると推定されるとすることが相当である。被

告は、上記特段の事情について何ら主張、立証しないので、悪意の受益者であ

ると認められる。被告の主張は採用しない。 

 ４ 結論 

   以上によれば、原告の請求は理由がある。 
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   よって、主文のとおり判決する。 

 

東京簡易裁判所民事第１室 

裁判官     都甲 昌弘 


